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長野県告示第263号

　令和４年６月16日、長野県議会定例会を長野市に招集します。

　　令和４年５月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

財　政　課

長野県告示第264号

　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第48条の３の喀痰吸引等業務を行う者の登録を次のとおり行いました。

　　令和４年５月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

	（登録喀痰吸引等事業者　介護老人保健施設）

　　　事業者の名称 　　　事業所の名称 　　　事業所の所在地 登録した年月日

社会福祉法人伊南福祉会 老人保健施設フラワーハイツ 長野県駒ケ根市赤穂3249－４ 令和４年５月16日

	（登録喀痰吸引等事業者　短期入所療養介護）

　　　事業者の名称 　　　事業所の名称 　　　事業所の所在地 登録した年月日

社会福祉法人伊南福祉会 老人保健施設フラワーハイツ 長野県駒ケ根市赤穂3249－４ 令和４年５月16日
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産業立地・ＩＴ振興課

長野県告示第267号

　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩

壊危険区域に指定します。

　その関係図面は、長野県建設部砂防課並びに長野県木曽建設事務所及び大桑村役場に備え置きます。

　　令和４年５月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

区域名 区域の範囲 市町村名 大字又は町名 字 地　番 標柱番号

下落 　右に掲げる地番の土地に存する標
柱１号から５号までを順次結んだ線
及び標柱１号と５号を結んだ線に囲
まれた土地の区域。

木曽郡大桑村
〃
〃
〃
〃

殿
〃
〃
〃
〃

1130番
1179番１
1176番
1125番１
1124番１

１号
２号
３号
４号
５号

砂　防　課

長野県告示第266号

　農林水産大臣から、次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26年法律第249号）第

30条の規定により告示します。

　　令和４年５月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　解除に係る保安林の所在場所

　	　安曇野市明科東川手10733 の６（国有林。次の図に示す部分に限る。）、10738 の１、10738 の 13、10739 の 13、10741 の８、10741

の９（以上５筆国有林。）、10735 の２、10738 の 10、10739 の 12

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　解除の理由

　　指定理由の消滅

（「次の図」は、省略し、その図面を長野県林務部森林づくり推進課及び安曇野市役所に備え置いて縦覧に供する。）

森林づくり推進課

長野県告示第265号

　次の区域を長野県産業投資応援条例（平成17年長野県条例第25号）第２条第１項第１号のオに規定する製造業等を営む法

人等の投資を応援する必要があると認める区域とします。

　　令和４年５月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　小諸市大字西原字金山638番１、639番６、639番７、639番８及び 640番１

介護支援課

	（登録喀痰吸引等事業者　介護予防短期入所療養介護）

　　　事業者の名称 　　　事業所の名称 　　　事業所の所在地 登録した年月日

社会福祉法人伊南福祉会 老人保健施設フラワーハイツ 長野県駒ケ根市赤穂3249－４ 令和４年５月16日



3令和４年（2022年）５月16日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第304号長　 野　 県　 報

長野県北信建設事務所告示第８号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年６月２日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県北信建設事務所において、

一般の縦覧に供します。

　　令和４年５月16日

	 長野県北信建設事務所長　関　　　克　浩

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　403号

３　道路の区域

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

下高井郡木島平村大字上木島字小松原2468番の１地先から
下高井郡木島平村大字上木島字小松原2465番の１地先まで

旧

ｍ

6.7 ～ 13.4

Km

0.0524

同　　　　　上 新 13.1 ～ 14.5 0.0524

道路管理課

公告

　登録販売者試験を次のとおり実施します。

　　令和４年５月16日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　試験日時

　　令和４年９月６日（火）　午後０時30分から午後５時15分まで

２　試験場所

試験	
地区

試　　　験　　　会　　　場

佐久

伊那

松本

長野

長野県佐久合同庁舎

佐久平交流センター

伊那商工会館

ＪＡ南信会館

松本市浅間温泉文化センター

松本市中央公民館

ＪＡ松本ハイランド松本市会館

ＪＡ長野県ビル

長野ターミナル会館

（佐久市跡部65－１）

（佐久市佐久平駅南４－１）

（伊那市中央4605－８）

（伊那市狐島4381）

（松本市浅間温泉２－６－１）

（松本市中央１－18－１）

（松本市深志２－１－１）

（長野市南長野北石堂町1177－３）

（長野市中御所岡田178－２）

３　試験科目

　(1)	薬事に関する法規と制度

　(2)	医薬品に共通する特性と基本的な知識

　(3)	人体の働きと医薬品

　(4)	主な医薬品とその作用

　(5)	医薬品の適正使用と安全対策

４　受験手続

　(1)	提出書類

　　ア　受験願書

　　イ　写真１枚（出願前６月以内に撮影した正面向き、脱帽、上半身像の縦4.5 センチメートル、横3.5 センチメートルのもの）


